
様式第３号（第５、第６の１、第６の２関係）（その１） 

 

警 察 署 協 議 会 会 議 録 

粕屋警察署協議会 

 

開催年月日時 
 令和７年１１月５日 午後１時１５分 から 

 令和７年１１月５日 午後２時１５分 まで 

 

  

 
開 催 場 所          粕屋警察署大会議室、第一機動隊 

 

 

出 席 者        

警察署協議会 会長以下１５名 

 

  

 

警 察 署        

署長、副署長、会計管理官、生活安全管理官、

地域管理官、刑事管理官、交通管理官、警備課

長、総務第二課長 
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  【開会】 

   

【会長挨拶（要旨）】 

○ 先日、テレビで、今年の１月から９月までの間に福岡県警の警察官に対する

懲戒処分が５件あったと報道があった。 

○ 警察官は、警察法第２条を警察の責務としている。 

  警察における不祥事の発生は、日々職務に全力で努めている警察官が最も残

念な思いでいると思う。 

  協議会委員を代表し、警察の皆様には何としても市民の信頼回復に努めてい

ただきたいと切に願う。   

○ 本日は第一機動隊の視察もあるため、委員の皆様には、本日の協議会が価値

のあるものとなるよう積極的な意見や質問、提案を行っていただきたい。 

  

【署長報告（要旨）】 

○ まずは元当署員が不同意わいせつ罪で逮捕される事案を発生させたことに

お詫び申し上げる。 

○ 当署員の懲戒処分事案（不同意わいせつ事案）の説明について 

   ・事案の概要 

   ・捜査の経過 

   ・事案後の措置 

   ・再発防止対策 

○   本日の協議会においても各種質疑、ご意見等あれば声をあげていただき、

真摯に受け止めそれを糧に信頼回復に努めていく所存である。  

 

【業務説明】 

○  生活安全管理官が管内ストーカー事例及び児童虐待の取扱い状況について
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説明 

○   警備課長が警察の災害対策及び視察を前に第一機動隊業務の概要を説明   

 

【質疑応答】 

○ 委員から、「通学路等における時間規制の通行禁止や一方通行の検討は直接

管轄の警察署に答申した方がいいのか。」旨の意見が述べられ、交通管理官か

ら、「規制を検討する場合は地域住民の合意形成も必要となってくるため、役

場の担当者と地域住民を交え検討し、警察署の交通規制係に要望をあげていた

だくようお願いする。」旨の説明を行った。 

 

【視察】 

 ○ 福岡県警察第一機動隊 

 

【閉会】 


